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(57)【要約】
【課題】　本発明の目的は、原稿を搬送しながら殺菌が
可能である画像読取装置を提供し、かつひとつの殺菌手
段で、原稿の両面の殺菌を実現することである。
【解決手段】　原稿を搬送する原稿パスと、搬送される
原稿の画像を読み取り読取手段と、反転搬送手段とを備
えた画像読取装置であって、原稿の第１面と反転搬送手
段によって表裏が反転された原稿の第２面とを搬送中に
殺菌できるように、原稿パスに原稿殺菌手段を設けたこ
とを特徴とする。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿が載置される載置手段と
　前記載置手段に載置された原稿を給送する給送手段と、
　前記給送手段によって給送された原稿が搬送される原稿パスと、
　前記原稿パスを搬送される原稿上の画像を読取位置で読み取るための画像読取手段と、
　前記読取位置よりも原稿の搬送方向における下流に配置され、原稿を反転搬送する反転
搬送手段と、
　前記反転搬送手段によって反転搬送される原稿が搬送され、原稿の搬送方向における下
流端が合流部において前記原稿パスに合流する反転パスと、
　原稿の第１面と前記反転搬送手段によって表裏が反転された原稿の第２面とを搬送中に
殺菌できるように、前記原稿パスにおける前記合流部よりも下流に配置された殺菌手段と
、を有することを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記殺菌手段は紫外線を照射する紫外線ランプであることを特徴とする請求項１に記載
の画像読取装置。
【請求項３】
　前記殺菌手段は、原稿と接して原稿を加熱する加熱ローラであることを特徴とする請求
項１に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記殺菌手段は、原稿に薬品を塗布する薬品塗布装置であることを特徴とする請求項１
に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　原稿が載置される載置手段と
　前記載置手段に載置された原稿を給送する給送手段と、
　前記給送手段によって給送された原稿が搬送されるＵ字形状の原稿パスであって、上流
側部分と、前記上流側部分と略平行な下流側部分と、を備えた原稿パスと、
　前記原稿パスを搬送される原稿の画像を読み取るための画像読取手段と、
　前記原稿パスの上流側部分と前記下流側部分との一方に沿って設けられ、前記上流側部
分および前記下流側部分を搬送される原稿に紫外線を照射する紫外線照射手段と、
　前記上流側部分と前記下流側部分との間に設けられ、前記紫外線照射手段によって照射
された紫外線を透過可能する紫外線透過手段と、を有することを特徴とする画像読取装置
。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の画像読取装置と、
　画像読取装置によって読み取られた画像に基づいてシートに画像を形成する画像形成部
と、を有することを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿の画像を読み取る画像読取装置およびこれを備えた画像形成装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複写機には、原稿の画像を読み取る画像読取装置が設けられている。画像読取装
置では、原稿給送装置（原稿給送装置：Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）に
よって給送された原稿を搬送しながら、原稿読取位置に停止されているスキャナユニット
により原稿の文字や画像の読み取りを行う（特許文献１参照）。
【０００３】
　ところで、シート類の殺菌に関しては、紙幣を殺菌する機能を有する紙幣取引装置が知
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られている（特許文献２参照）。この種の紙幣取引装置においては、紙幣の殺菌手段とし
て、加熱、紫外線、薬品塗布等による殺菌方法が行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１８０８４５号公報
【特許文献２】特開平３－２０９５９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の画像読取装置においては、原稿の殺菌処理をする機能がついたものはなかった。
【０００６】
　本発明の目的は、原稿を搬送しながら殺菌が可能である画像読取装置を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本願発明の画像読取装置は、原稿が載置される載置手段と、
前記載置手段に載置された原稿を給送する給送手段と、前記給送手段によって給送された
原稿が搬送される原稿パスと、前記原稿パスを搬送される原稿上の画像を読取位置で読み
取るための画像読取手段と、前記読取位置よりも原稿の搬送方向における下流に配置され
、原稿を反転搬送する反転搬送手段と、前記反転搬送手段によって反転搬送される原稿が
搬送され、原稿の搬送方向における下流端が合流部において前記原稿パスに合流する反転
パスと、原稿の第１面と前記反転搬送手段によって表裏が反転された原稿の第２面とを搬
送中に殺菌できるように、前記原稿パスにおける前記合流部よりも下流に配置された殺菌
手段と、を有することを特徴とする。
【０００８】
　また、本願発明の画像読取装置は、原稿が載置される載置手段と、前記載置手段に載置
された原稿を給送する給送手段と、前記給送手段によって給送された原稿が搬送されるＵ
字形状の原稿パスであって、上流側部分と、前記上流側部分と略平行な下流側部分と、を
備えた原稿パスと、前記原稿パスを搬送される原稿の画像を読み取るための画像読取手段
と、前記原稿パスの上流側部分と前記下流側部分との一方に沿って設けられ、前記上流側
部分および前記下流側部分を搬送される原稿に紫外線を照射する紫外線照射手段と、前記
上流側部分と前記下流側部分との間に設けられ、前記紫外線照射手段によって照射された
紫外線を透過可能する紫外線透過手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、原稿の表面と裏面の両方を殺菌することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係わる画像形成装置の断面図。
【図２】本発明の第１実施形態に係わる画像読取装置の断面図。
【図３】本発明に係わる紫外線ランプからの距離と紫外線照射度との関係を示す図。
【図４】搬送ガイド部材に形成されたスリットを説明するための断面図。
【図５】搬送ガイド部材に設けた紫外線透過部材を説明するための断面図。
【図６】本発明の第１実施形態における原稿の搬送に伴う原稿の殺菌過程を説明する図。
【図７】本発明の第１実施形態の第１変形例を示す図。
【図８】本発明の第１施形態の第２変形例を示す図。
【図９】本発明の第２実施形態に係わる画像読取装置の断面図。
【図１０】第２実施形態におけるガイドに形成されたスリットを説明するための断面図。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。
【００１２】
　なお、以下の実施形態では、原稿上の画像情報を読み取ることが可能な画像読取装置を
有する画像形成装置を例示する。そして画像形成装置として画像読取装置を備えた複写機
を例示して説明する。
【００１３】
　（第１実施形態）
　図１は第１実施形態に係る画像形成装置としての複写機の断面図、図２は画像読取装置
の断面図、図３は、紫外線ランプからの距離と紫外線照射度との関係を示す図、図４は紫
外線ランプ近傍の模式図である。
【００１４】
　図１において、１１は画像形成装置としての複写機である。複写機１１は、プリンタ１
０１とその上部に配置された画像読取装置２１０とから構成されている。プリンタ１０１
の側方には、プリンタ１０１により画像形成されたシートに対して、綴じ処理や折り処理
などの後処理を施す後処理部１２１を備えたフィニッシャー１２０が設けられている。
【００１５】
　プリンタ１０１の下部にはシートカセット２９、３０が配置されている。プリンタ１０
１の中央部には画像形成部１５２が配置されている。シートカセット２９，３０のいずれ
かから給送されたシートは搬送ローラにより画像形成部１５２へ搬送される。そして、画
像形成部１５２によって、画像読取装置２１０によって読み取られた画像に基づいてシー
トに画像が形成される。画像が形成されたシートは、フィニッシャー１２０内へ搬送され
る。フィニッシャー１２０内へ搬送されたシートは後処理部１２１によって綴じ処理等の
後処理が行われた後に、トレイ１２２上に排出される。
【００１６】
　［画像読取装置構成］
　図２を参照して画像読取装置２１０の構成について説明する。画像読取装置２１０は、
原稿の画像を読み込むための画像読取手段としてのスキャナ部６６、及び、原稿をスキャ
ナ部６６に搬送する原稿給送装置２１１から構成される。
【００１７】
　原稿給送装置２１１は透明ガラスとしての流し読みガラス２０上の流し読み用の原稿読
取位置に原稿Ｓを一枚ずつ送るものである。また原稿給送装置２１１はスキャナ部６６に
対して開閉可能に構成されており、プラテンガラス１８上に載置した原稿を押圧するよう
作用する。スキャナ部６６は、原稿給送装置２１１によって搬送される原稿またはプラテ
ンガラス１８上に載置された原稿の画像を光学的に読み取り、光電変換して画像情報とし
て入力するものである。
【００１８】
　スキャナ部６６は、ランプ２０２やミラー２０３等を有する移動可能なスキャナユニッ
ト２０４、ミラー２０５、２０６、レンズ２０７、イメージセンサ２０８を備える。スキ
ャナ部６６は、スキャナユニット２０４を、流し読みガラス２０と対向する流し読み用の
読取位置（図２に示す位置）に停止させ、流し読みガラス２０上を搬送されている原稿の
画像を読み取る。また、原稿給送装置２１１で搬送ができない原稿等の画像を読取る場合
には、プラテンガラス１８上に原稿を載置し、流し読みガラス２０に沿ってスキャナユニ
ット２０４を移動させつつ原稿の画像を読み取る。
【００１９】
　原稿給送装置２１１は、上方に原稿が載置される載置手段としての原稿トレイ６４を有
している。原稿トレイ６４上の原稿Ｓは、給送手段としてのピックアップローラ１７によ
り順次その最上位の原稿から繰り出される。繰り出された原稿Ｓは、分離搬送ローラ１９
によって一枚ずつ分離給送される。分離搬送ローラ１９によって分離給送された原稿Ｓは
、第１搬送ローラ１５および第２搬送ローラ１４によって搬送される。流し読みガラス２
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０に対応する箇所には原稿をガイドする回転ローラ８２、８３、８４が設けられている。
回転ローラ８２、８３、８４によって原稿は流し読みガラス２０に沿って搬送される。
【００２０】
　原稿がスキャナ部６６の流し読みガラス２０上を通過する際に、スキャナユニット２０
４によって画像を読み取られる。画像が読み取られた原稿Ｓは、第３搬送ローラ１３を経
た後に、排出ローラ１６によって排出トレイ６５上に排出される。第１搬送ローラ１５、
第２搬送ローラ１４などの、原稿パス１５３に設けられた各ローラによって原稿搬送手段
が構成されている。
【００２１】
　分離搬送ローラ１９から、流し読み用の読取位置としての流し読みガラス２０を経て排
出ローラ１６へ至る原稿パス１５３は断面Ｕ字形状に形成されている。排出ローラ１６と
原稿パス１５３との間には反転パス８１が設けられている。反転パス８１は、第３搬送ロ
ーラ１３と排出ローラ１６との間に設けられた分岐部１５５において原稿パス１５３から
分岐する。分岐部１５５には、揺動自在に保持され、原稿をガイドする揺動ガイド２１が
設けられている。反転パス８１の搬送方向における下流端は、分離搬送ローラ１９と第１
搬送ローラ１５との間に設けられた合流部１５４において、原稿パス１５３に合流する。
【００２２】
　排出ローラ１６は、原稿を排出トレイ６５上に排出されせる方向とは反対の逆方向に回
転可能であり、排出ローラ１６が逆方向に回転することによって原稿は揺動ガイド２１に
よって反転パス８１内へ案内される。逆方向に回転する排出ローラ１６によって搬送され
る原稿は反転パス８１を介して原稿パス１５３へ反転搬送される。反転搬送手段としての
排出ローラ１６の逆回転によって反転パス８１を介して原稿を原稿パス１５３に再度搬送
することで、表裏を反転させられた状態の原稿は再び流し読みガラス２０を通過する。原
稿が流し読みガラス２０を再び通過していく際、スキャナユニット２０４を介してイメー
ジセンサ２０８にて、一回目に流し読みガラス２０を通過させたときに読み取った原稿の
面とは反対の面の画像を読み取る。
【００２３】
　［紫外線ランプ配置］
　本発明の実施の形態に係る、原稿の殺菌処理を行うための殺菌手段としての紫外線ラン
プ３０１に係る構成について図２を利用して説明する。
【００２４】
　紫外線ランプ３０１は第１搬送ローラ１５の下流かつ第２搬送ローラ１４の上流に配置
される。紫外線ランプ３０１は、原稿が搬送される原稿パス１５３の上方に配置される。
【００２５】
　紫外線ランプ３０１は分離搬送ローラ１９の下流側でかつ搬送ローラ１５の上流側に配
置される。紫外線の照射度は、図３に示すように、紫外線ランプ３０１から離れるほど小
さくなる。そのため、外側ガイド部材３０４と紫外線ランプ３０１との距離は可能な限り
近づける方が望ましい。
【００２６】
　紫外線ランプ３０１は、紫外線殺菌に最も効果的な波長２５４ｎｍを発する。紫外線ラ
ンプ３０１は、内側ガイド部材３０３および外側ガイド部材３０４に沿って搬送される原
稿に紫外線を照射する。外側ガイド部材３０４には図４に示すようなスリット４０４が設
けられており、紫外線ランプ３０１から照射された紫外線は、スリット４０４を通して原
稿に照射される。外側ガイド部材３０４は、紫外線ランプ３０１から照射される紫外線を
極力遮らないように原稿の案内に必要最小限の形状および大きさとされている。
【００２７】
　なお、搬送される原稿の先端がスリット４０４の縁に引っかからないよう、図５に示す
ように内側ガイド部材３０３と外側ガイド部材３０４との間隔が、搬送パスの下流にゆく
にしたがって広くなるように構成されている。内側ガイド部材３０３にはスリットは設け
られていないため、紫外線ランプ３０１から照射された紫外線がガイド板の外側へ洩れる
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ことはない。
【００２８】
　なお、ここでは、外側ガイド部材３０４に形成したスリット４０４を介して紫外線ラン
プ３０１からの紫外線が原稿に照射される形態を例示した。しかし、図５に示すように、
外側ガイド部材の一部を、例えばガラスのような紫外線透過部材４０１で構成して、紫外
線ランプ３０１からの紫外線を、紫外線透過部材４０１を介して原稿に照射する構成とし
てもよい。
【００２９】
　また、紫外線ランプ３０１は、反転搬送される原稿の表裏それぞれと対向可能な位置に
あれば良い。例えば、第１搬送ローラ１５よりも下流であってもよく、第２搬送ローラ１
４、第３搬送ローラ１３、揺動ガイド２１を経て、排出ローラ１６に戻る搬送経路中のど
こに紫外線ランプを設置してもよい。つまり、原稿パス１５３内における合流部１５４か
ら分岐部１５５までの経路中のどこに紫外線ランプを設置してもよい。
【００３０】
　［読取動作および殺菌動作の詳細説明］
　次に、原稿の読取動作および殺菌動作について主に図６を参照しながら説明する。
【００３１】
　まず、原稿Ｓが原稿トレイ６４上にセットされると、不図示のセンサーによって原稿Ｓ
が検知される。原稿トレイ６４の原稿が検知されることで、画像読取装置２１０は動作開
始可能な状態（スタンバイ状態）となる。このスタンバイ状態でスタートキーが押下され
ることにより原稿搬送動作が開始する。
【００３２】
　スタートキーが押下されることにより、原稿給送装置２１１は紫外線ランプ３０１を点
灯（ＯＮ）させるとともに原稿の給送動作を開始する。原稿の給送動作の開始に際しては
、まずピックアップローラ１７の下降が開始されて、原稿トレイ６４上の最上位の原稿に
ピックアップローラ１７が接する。すると原稿Ｓがピックアップローラ１７によって給送
される。ピックアップローラ１７によって給送された原稿は、分離搬送ローラ１９に１枚
に分離されて搬送されていく。
【００３３】
　分離搬送ローラ１９によって搬送された原稿Ｓは、搬送中に紫外線ランプ３０１により
紫外線を一方の面（表面）に照射されることで殺菌される。原稿Ｓへの紫外線の照射は、
少なくとも原稿の後端が、紫外線ランプ３０１が紫外線を照射する照射位置を通過するま
で行われる（図６（ａ））。原稿は、第１搬送ローラ１５から第２搬送ローラ１４、第３
搬送ローラへと順次受け渡されながら搬送される。原稿の表面の画像は、流し読みガラス
２０の箇所においてスキャナ部６６によって読み取られる。
【００３４】
　原稿Ｓは第２搬送ローラ１４、第３搬送ローラ１３、揺動ガイド２１を通過し、排出ロ
ーラ１６へと至る。ここで、原稿の後端が揺動ガイド２１を通過すると、正転していた排
出ローラ１６は、回転方向が逆転される（図６（ｂ））。排出ローラ１６の逆転により原
稿Ｓは再び原稿給送装置２１１の内部へと戻されて反転パス８１内へ送られる。反転パス
８１を介して再び原稿パス１５３を搬送される原稿は他方の面（裏面）が紫外線ランプ３
０１に対向する状態で搬送される。そして、原稿を搬送中に、原稿の裏面に対して紫外線
ランプによる殺菌が行われる（図６（ｃ））。
【００３５】
　原稿は、更に、第１搬送ローラ１５から第２搬送ローラ１４、第３搬送ローラへと順次
受け渡されながら搬送される。原稿の裏面の画像は、流し読みガラス２０の箇所において
スキャナ部６６によって読み取られる。
【００３６】
　表裏両面とも読取処理および殺菌処理された原稿は、ページ順を揃えるために再度排出
ローラ１６の逆転により、反転パス８１、搬送ローラ１５，１４，１３，排出ローラ１６
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を通過し、排出トレイ６５上へと排出される（図６（ｄ））。
【００３７】
　他の原稿の対してもこの動作を繰り返し、最後の原稿Ｓの読み取り動作が終わると、紫
外線ランプ３０１はＯＦＦされ、最後の原稿が排出トレイ６５へと排出される。
【００３８】
　スタートボタンが押されてから紫外線ランプ３０１をＯＮのままとする形態を例示した
が、先行原稿と後続原稿との紙間（原稿が紫外線ランプ３０１付近にいないとき）には、
これをＯＦＦさせてもよい。
【００３９】
　なお、本実施の形態においては、紫外線ランプとして２５４ｎｍの波長の光源を用いた
が、紫外線ランプとしてＬＥＤを用いてもよい。紫外線ランプとしてＬＥＤを用いた場合
には、３６５ｎｍ付近の波長を用いる。
【００４０】
　原稿の画像の読取と原稿の殺菌を同時に行うことを説明した。しかし、ユーザによって
行われるパソコンや複写機の操作パネルからの入力により、原稿の画像の読取と原稿の殺
菌を行うモードと、原稿の画像を読み取って原稿の殺菌を行わないモードのいずれかを選
択可能としてもよい。さらに、原稿給送装置２１１で原稿を搬送して原稿の殺菌を行い、
原稿の画像の読取動作は行わないモードを選択的に設定できるように構成してもよい。
【００４１】
　以上の説明では、原稿を殺菌処理する手段として紫外線ランプを例示した。しかし本願
発明は、殺菌手段として紫外線ランプに限らず以下で説明する第１、第２変形例のような
殺菌手段を用いてもよい。以下の第１および第２変形例では、既述の紫外線ランプを備え
た画像読取装置と殺菌手段だけが異なり他の構成は同様であるので異なる箇所についての
み以下で説明する。
【００４２】
　（第１変形例）
　図７は、紫外線ランプに換えて殺菌手段としての加熱ローラ３０８ａを設けた第１変形
例を示している。図７に示したように、殺菌手段としての加熱ローラ３０８ａは、分離搬
送路ローラ１９と第１搬送ローラ１５との間に配置されている。加熱ローラ３０８ａは、
原稿搬送方向と交差する原稿の幅方向に連続的に延びている。加熱ローラ３０８ａにはバ
ックアップローラ３０８ｂが圧接されており、加熱ローラ３０８ａとバックアップローラ
３０８ｂとで原稿を挟んで搬送する。加熱ローラ３０８ａの熱によって、原稿の表面の殺
菌を行う。排出ローラ１６の逆転によって反転パス８１を介して再度加熱ローラ３０８ａ
を通過する際には、原稿の裏面と加熱ローラ３０８ａが接するので原稿の裏面の殺菌が行
われる。
【００４３】
　（第２変形例）
　図８は、紫外線ランプに換えて殺菌手段としての薬品塗布装置３０９を設けた第２変形
例を示す。図８に示したように殺菌手段として薬品塗布装置３０９が、分離搬送路ローラ
１９と第１搬送ローラ１５との間に配置されている。薬品塗布装置３０９は、原稿幅と同
等以上の大きさをもった殺菌液塗布ブレード３１０および殺菌液容器３１１を備える。
【００４４】
　原稿パスを形成する搬送ガイド部には殺菌液塗布ブレード３１０を原稿パス内へ突出可
能とするためのスリットが設けられている。原稿パス内に突出された殺菌液塗布ブレード
３１０によって、搬送される原稿へ、殺菌液容器３１１に収められた殺菌液が塗布される
。原稿に塗布され薬品によって原稿の表面が殺菌される。
【００４５】
　排出ローラ１６の逆転によって反転パス８１を介して殺菌液塗布ブレード３１０を通過
する際には、殺菌液塗布ブレード３１０が原稿の裏面と接するので原稿の裏面の殺菌が行
われる。
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【００４６】
　（第２実施形態）
　図９を利用して本発明の好適な第２の実施の形態を例示的に説明する。なお、装置構成
については第一の実施の形態とほぼ同様なため、異なる点についてのみ説明を行う。
【００４７】
　図９は本実施形態に係る画像読取装置２１４の断面図である。
【００４８】
　図９に示すように、第２の実施の形態の画像読取装置２１４の原稿給送装置２１５は、
流し読みガラス２０上を搬送された移動原稿の裏面面の画像を読み取る裏面読取手段とし
てのコンタクトイメージセンサ２４を有している。
【００４９】
　［紫外線ランプに係る構成］
　紫外線ランプ３０１はピックアップローラ１７および分離搬送ローラ１９の下流に設け
られている。原稿給送装置２１５におけるＵ字形状の原稿パス１５３は、分離給送ローラ
１９と第１搬送ローラ１５との間の上流側部分１５３ａと、第３搬送ローラ１３と排出ロ
ーラ１６との間の下流側部分１５３ｂとが略平行となっている。紫外線ランプ３０１は図
７に示したように上流側部分１５３ａの上方に設けられている。
【００５０】
　紫外線ランプ３０１近傍の詳細構成を模式的に示した図１０のように、上流側部分１５
３ａは、上ガイド５０および下ガイド３０３で形成される。上ガイド５０および下ガイド
３０３には夫々スリット４０４、４０３が形成されている。下流側部分１５３ｂは、上ガ
イド３０６および下ガイド３０７で形成される。下流側部分１５３ｂの上ガイド３０６に
はスリット４０６が形成されている。
【００５１】
　紫外線ランプ３０１は、上ガイド５０および下ガイド３０３によって形成される原稿パ
ス１５３の上流側部分１５３ａに沿って搬送されてくる原稿に紫外線を照射する。このと
き、上ガイド５０に形成されたスリット４０４を介して紫外線は原稿に照射される。
【００５２】
　第２実施形態においては、既述のように上流側部分１５３ａの下ガイド３０３にスリッ
ト４０３が形成され、下流側部分１５３ｂの上ガイド３０６にはスリット４０６が形成さ
れている。したがって、スリット４０４、スリット４０３、スリット４０６を介して、紫
外線ランプ３０１からの紫外線は、原稿パス１５３の下流側部分１５３ｂ内にも進入する
。よって、原稿パス１５３の下流側部分１５３ｂ内に沿って搬送されてくる原稿に紫外線
は照射される。スリット４０３およびスリット４０６よって、上流側部分１５３ａと下流
側部分１５３ｂとの間で紫外線を透過可能とする紫外線透過手段が構成されている。
【００５３】
　搬送ローラ１９から搬送ローラ１３までの搬送路長が、搬送される原稿の長さよりも長
く設定されており、上流側部分１５３ａにおける原稿の表面の殺菌処理と、下流側部分１
５３ｂにおける原稿の裏面の殺菌処理が行われる。下ガイド３０７にはスリットは設けら
れていないため、紫外線ランプ３０１から照射された紫外線がガイド板の外側へ洩れない
。
【００５４】
　なお、搬送される原稿先端がスリットの縁に引っかからないよう、上ガイド５０と下ガ
イド３０３との間の間隔、および上ガイド３０６と下ガイド３０７との間の間隔が、搬送
方向の下流にゆくにしたがって広くなるように構成している。
【００５５】
　なお、紫外線ランプを下ガイド３０７の下方に設ける構成であってもよい。この場合に
は、下流側部分１５３ｂの上ガイド３０６および下ガイド３０７に夫々に、及び、上流側
部分１５３ｂの下ガイド３０３にスリットが形成される。
【００５６】
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　また、紫外線ランプ３０１からの紫外線の通路（紫外線透過手段）として、各ガイドに
スリットを形成する構成を例示したが、紫外線を透過可能な、ガラス等の紫外線透過部材
を各ガイドに設ける構成でもよい。
【００５７】
　［原稿搬送動作および殺菌動作の詳細説明］
　原稿Ｓが原稿トレイ６４上にセットされた後、スタートキー押下によって、原稿の搬送
動作が開始する。スタートキーの押下によって、紫外線ランプ３０１がＯＮとなるととも
に原稿の給送動作をピックアップローラ１７が開始する。
【００５８】
　ピックアップローラ１７によって送りだされた原稿は分離給送ローラ１９によって１枚
に分離されて搬送される。分離搬送ローラ１９によって搬送される原稿Ｓは、上流側部分
１５３ａにおいて紫外線ランプ３０１により紫外線を一方の面に照射されながら、下流側
へ搬送されていく。
【００５９】
　原稿Ｓは第１搬送ローラ１５によって、流し読みガラス２０へと搬送される。流し読み
ガラス２０を通過する際に、スキャナユニット２０４により原稿の表面の画像の読み取り
が行われる。その後、コンタクトイメージセンサ２４により原稿の裏面の読み取りが開始
される。画像を読み取られながら原稿Ｓは、第３搬送ローラ１３へ送られる。
【００６０】
　その後、原稿Ｓは、搬送ローラ１３よりも下流の下流側部分１５３ｂに達する。下流側
部分１５３ｂにおいて、上流側部分１５３ａで殺菌された表面とは反対側の面である裏面
に紫外線が照射される。これによって、原稿の表裏面双方の殺菌が完了する。表裏面の読
取と殺菌処理を終えた原稿Ｓは、排出ローラ１６によって排出トレイ６５上へと排出され
る。
【００６１】
　第２実施形態も、第１実施形態と同様にユーザによって行われるパソコンや複写機の操
作パネルからの入力により、原稿の画像の読取と原稿の殺菌を行うモードと、原稿の画像
を読み取って原稿の殺菌を行わないモードのいずれかを選択可能である。さらに、原稿給
送装置２１５で原稿を搬送して原稿の殺菌を行い、原稿の画像の読取動作は行わないモー
ドを選択的に設定できるように構成してもよい。
【００６２】
　以上説明した通り、本実施の形態では、原稿を確実に殺菌することが可能となる。
【符号の説明】
【００６３】
　１５３　原稿パス
　１９　分離搬送ローラ
　１６　排出ローラ
　３０１　紫外線ランプ
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